
緊急事態宣言 まん延防止等重点措置

４月７日 ○ 発出① ４月７日から５月６日まで

５月４日 ○ 延長 ５月３１日まで

５月２５日 ○ 解除 ５月２５日をもって

１月７日 ○ 発出② １月８日から２月７日まで

２月２日 ○ 延長 ３月７日まで

３月５日 ○ 延長 ３月２１日まで

３月１８日 ○ 解除 ３月２１日をもって

４月９日 ○ 適用 ４月１２日から５月１１日まで

４月２３日 ○ 発出③ ４月２５日から５月１１日まで

５月７日 ○ 延長 ５月３１日まで

５月２８日 ○ 延長 ６月２０日まで

６月１７日 ○ 移行 ６月２１日から７月１１日まで

７月８日 ○ 発出④ ７月１２日から８月２２日まで

７月３０日 ○ 延長 ８月３１日まで

8月１７日 ○ 延長 9月12日まで

９月　９日 ○ 延長 9月３０日まで

９月２８日 ○ 解除 9月３０日をもって

令和３年

期間

東京都の「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」に関する記録

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より

令和２年

措置項目
措置内容

発表内容

発表年月日



１月１９日 〇 適用 １月２１日から２月１３日まで

２月１０日 〇 延長 ３月６日まで

３月４日 ○ 延長 ３月２１日まで

３月１７日 ○ 解除 ３月２１日をもって

令和４年


